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 ローン控除の改正と省エネ性必須化 
ローン控除は昨年と同額に 
今月は 2024 年度税制改正第 1 弾、
住宅ローン控除の改正について解説しま
す。 

住宅ローン控除については皆様お馴染み
の制度だと思いますが、2022 年に⼤きく
変更になり、2022〜2023 年の居住に
比し 2024〜2025 年の居住でローン
残高上限が下がることになっていました。
不動産業界お得意の「今買った⽅が得
ですよ」感をこの 2 年間出すことができて
いたということです。これが、「⼦育て特例
対象個人」に限りローン残高上限が
2024年居住の場合も下がらないとい
うことになり、はれてまた 1 年このセールス
トークが使えます。また、コロナ特例で対
象となった 40㎡以上 50 ㎡未満の物
件についても「2024年までに建築確認
を受けた省エネ性を満たす新築住宅」ま
で延⻑され、来年も延⻑⾒込みのためほ
ぼ恒久化する流れとなりそうです。ちなみ
に、「⼦育て特例対象個人」とは①夫婦
のどちらかが 40歳未満②19歳未満
の扶養親族がいる人、を指します。 

新築は省エネ性必須に 
つまり、実際子育てしている⼈か、将来
子供ができるかもしれない夫婦、というこ
とですがそれを 40 歳で明確に区切って
いることになります。このご時世炎上しそ
うな内容ですが今のところ世間にはバレ
ていません(笑)。             
ところで、ローン控除では今年からより影
響が⼤きい変更があります。それは、数
年前に決まっていた省エネ性を満たして
いない住宅についてローン控除の対象
外とすることです。対象外となるのは原
則 2024年以降建築確認を受けるも
のなので新築住宅に限られます。今後
建てるものは省エネ性を満たしてね、と
いうことです。厳しい要件ではありません
がそもそも評価を受けないといけないた
め今後新築マイホームを購入する場合
には性能評価を受けているか確認必須
でしょう。ただ、この話は中古物件には
関係ありません。中古を全て縛ることは
さすがに厳しかったためですが、結果  
適用対象外の新築物件が中古になる
と適用対象に化けるということに… 

今月のコメント 
皆様、本年もよろしくお願いいたします。 

新年早々⼤地震に⾶⾏機事故など暗い
ニュースが続きました。⾶⾏機事故などとて
も信じられない映像で一気に酔いが覚めま
した。何かしらのアクシデントなんでしょうが
⼤事故につながる点ですから二重三重に
対策を取っているものだと思っておりました
ので昔ながらの⼈任せのシステムに正直驚
きました。よくぞ今まで事故が起こらなかった
ものです。 

そういえば個⼈的にも今年は本厄でしたの
で、新年のお参りで厄除けグッズを揃えまし
た。信仰などすべて皆無の⼈間ですが厄
年だけは滅多にないことなので気になりま
す。まさに苦しいときの神頼みです。この 1
年無事に乗り越えられることを願っていま
す。 
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